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葛飾区は平成３０年９月２６日に、東京商工会議

所葛飾支部と共催し、「がん治療と仕事の両立～いま

職場にできる実務対応のポイント～」をテーマに企

業セミナーを開催しました。講師の特定社会保険労

務士の近藤明美さんに、セミナーでお話しされた治

療と仕事の両立支援のポイントをまとめていただき

ました。

働く世代のがん患者が直面する問題・課題

現在、日本における１年間のがん罹患者数は約86

万人に上り、そのうちの３割は20歳～ 64歳の年齢

層です（2013年地域がん登録全国推計によるがん

罹患データ）。働く世代のがん患者が就労継続してい

くうえで直面する課題は主に次の３点で、これが離

職につながってしまうことがあります。

● がん患者が抱える３つの課題 ●

①身体的な課題

　治療による副作用や後遺症、体力低下

②心理的な課題

　不安、自信喪失、価値観の変化

③働き方の課題

　治療や体調に合わせた勤務調整が困難、

　職場の理解不足

がんは、医療の進歩により死に直結する病から社

会生活を送りながら長期間にわたってつきあってい

く疾患へと変化してきました。企業においては、従

業員のがん罹患によって大切な「人財」を失うこと

がないよう、治療と仕事の両立支援に取り組んでい

くことが求められています。

職場での両立支援の進め方

両立支援には「絶対的な答え」があるわけではな

く、その従業員と企業にとっての最適な答えを見つ

けていくことが大切です。両立支援に必要な情報を

収集し、従業員本人を含めた関係者間で情報を共有

しながら、充分に話し合っていくというプロセスに

よって、必要な就業上の措置や配慮を検討し、就労

継続を目指していきます。自社に合った両立支援の

かたちを見つけていきましょう。

● 両立支援のために把握しておきたい情報 ●

①治療の期間

②必要となる就労上の配慮事項

③今後の働き方に関する本人の思い

（CSRプロジェクト「がん罹患と就労（企業編）」調査 2016 年）

職場で両立支援を進める際、前述の両立支援ガイ

ドラインが参考になります。その中でも重要な「職

場復帰の可否の判断と職場復帰プランの策定までの

流れ」を次に整理しました。なお、各様式は、両立

支援ガイドラインに掲載されています。

治療と仕事の両立支援の取組の現状

がん患者の雇用の継続に配慮するよう企業に努力

義務を課す改正がん対策基本法が2016年12月に施

行されました。努力義務とはいえ、私傷病であるが

んについて雇用配慮を求めたことは企業に大きな影

響を与えました。2016年２月には、がんなどの疾

病を抱える従業員が治療と仕事が両立できるように

するため、企業における取組をまとめた指針「事業

場における治療と職業生活の両立支援のためのガイ

ドライン（以下、「両立支援ガイドライン」）が厚生

労働省より公表されています。

事業場における治療と

職業生活の両立支援のための

ガイドライン

https://www.mhlw.

go.jp/stf/seisakunitsuite/

bunya/0000115267.html

また、働き方改革では、「同一労働同一賃金」や「長

時間労働の是正」とともに、３本柱のひとつとして「病

気の治療、子育て・介護等と仕事の両立」が掲げら

れており、企業の取組を後押しする助成金・奨励金

も創設されました。

●障害者雇用安定助成金

　「障害や傷病治療と仕事の両立支援コース」（厚生労働省）

●東京都難病・がん患者就業支援奨励金

　（東京都産業労働局）

安心して働き続けられる職場づくり

従業員間の公平性を保つためには制度が必要です

が、がん治療は個人差が大きいため、制度だけでは

対応できないことも多々あります。特に、業務内容

と量の調整は制度化しにくいため、職場での制度の

運用と配慮を組み合せ、個別性と公平性のバランス

の取れた対応が両立支援には肝要です。

人生のアクシデントがあっても安心して働き続け

られる職場は、病気治療している従業員だけでなく、

すべての従業員にとって働きやすい職場といえま

す。本稿がよりよい職場づくりのヒントになれば幸

いです。
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著書
『がん経験者のための就活ブック』

　（共著、合同出版・2015年）

『がん治療と就労の両立支援 制度設計・運用・対応の実務』

　（編著、日本法令・2017年）

～いま職場にできる実務対応のポイント～

職場復帰の可否の判断と
　職場復帰プランの策定までの流れ

①職場復帰に関する主治医の意見を収集

・ 従業員が会社に「治療と仕事の両立」を申出、主治
医に「勤務情報提供書」を提供

・ 主治医は会社宛に「主治医意見書」を書き、会社に
提出

【活用できる様式】
「勤務情報を主治医に提供する際の様式（勤務情報提供書）」

「職場復帰の可否についての主治医の意見書（主治医意見書）」

②産業医に、業務遂行能力等を踏まえた職場復帰

の可否に関する意見を聴取

③本人の意向を確認

④復帰予定の部署の意見を聴取

⑤総合的に勘案し、配置転換を含めた職場復帰の

可否を会社が判断

　（不可の場合は、休職延長もしくは退職）

⑥「職場復帰支援プラン（様式例あり）」の策定

企業向け
セミナー

これからの

ことを一緒に

考えましょう。


